
准教授から上級准教授への学内昇任規程 

 

（平成１９年１０月 ５日規程第 ３号） 

改正 平成２０年 ９月２５日規程第４２号  

改正 平成２２年 ５月２６日規程第１４号  

改正 平成２６年１１月 １日規程第１１号  

改正 平成２７年 ４月 １日規程第２７号  

改正 平成２９年 ２月２２日規程第３０号  

改正 ２０２０年 ５月２７日規程第 ２号  

改正 ２０２０年 ８月１９日規程第 ８号  

 

 （趣旨） 

第１条 上級准教授（会津大学における教員の職に関する規程に定めた上級准教授の職に

ある者をいう。）は、原則として一般公募制度に基づき採用するものであるが、その例

外として、在籍している准教授のうち上級准教授に相当する教育・研究業績を有する者

を上級准教授へ昇任させる場合は、この規程の定めるところによる。 

 

 （学内昇任の実施） 

第２条 理事長は、准教授から上級准教授への学内昇任を行う必要があると判断した場 

合は、昇任予定者数、申請手続き、申請期限及び昇任予定時期等を学内に周知するも 

のとする。 

 

 （申請の対象者及び手続き） 

第３条 上級准教授への学内昇任の申請ができる者は、前条に定める申請期限において、

会津大学教員のテニュア・トラック制に関する規程に定めるテニュアを獲得している

准教授とする。ただし、コンピュータ・サイエンス部門、コンピュータ工学部門及び

情報システム学部門に所属する者を除く。 
２ 上級准教授への学内昇任を希望する者は、前条に定める申請期限までに、別に定め 

る様式により昇任申請書類（以下「申請書類」という。）を理事長へ提出しなければ 

ならない。 

 

 （昇任評価委員会の設置） 

第４条 理事長は、前条の申請書類を提出した者（以下「申請者」という。）があった 

場合、昇任評価を行わせる機関として、部局長会議に諮り、その都度昇任評価委員会 

（以下「評価委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 評価委員会は、理事長が別に定める基準（以下「学内昇任基準」という。）に基づ 

き、申請者について、得点方法による評価を行う。 

 

 （評価委員会の組織及び運営） 

第５条 評価委員会は、教授５名の委員で組織する。 

２ 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、評価委員会を招集しその議長となる。 

４ 評価委員会は、委員の５分の４以上の出席がなければ開くことができない。 

５ 評価については、出席委員の３分の２以上の同意を必要とする。 

 

 （評価及び選考） 

第６条 評価委員会は、学内昇任基準に基づく評価を行った場合は、その結果を理事長 

へ報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の評価結果の報告があったときは、上級准教授としての適性、人格、

識見等を総合的に勘案し、第２条に定める予定者数の範囲内で昇任予定者を決定し、申



請者全員の評価結果を添えて、部局長会議へ昇任者の選考について審議を求めるものと

する。 

３ 理事長は、部局長会議の議決を経て、昇任者の決定を行う。 

４ 前項の議決は、出席構成員の５分の３以上の同意を要するものとする。 

 

 （選考結果通知） 

第７条 理事長は、申請者に対し速やかに昇任審査の結果を通知する。 

 

 （雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１９年１０月５日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２０年９月２５日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２２年５月２６日から施行する。 

 

      附 則 

 この規程は、平成２６年１１月１日から施行する。 

 

      附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、２０２０年５月２７日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、２０２０年８月１９日から施行する。 

 

 


